
◎年末調整明細書を同封しました！今年からレイアウト変更！     南中事務室 
先日ご提出していただいた保険料控除申告書等の額が反映され、12 月の給料で、年末調整が行われています。いつもの給料明細と一緒に年末調整の明細も同封しま

したので、控除額などをご確認ください。確認印が必要なので、個別に一覧表に押印をしていただきます。 
○１年間の所得に対し、税金を多く納めていた方 

明細書の下段の調整税額がマイナスになります。給料日に口座に振り込まれます。 
（この場合 12 月の給料明細の所得税は０円となります。） 

○税金を徴収しきれてなかった方 
調整税額がプラスの場合、12 月の給料から所得税として天引きされています。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
控除額の訂正や 11 月の締め切り日以降変更追加などありましたら、至急事務室までご連絡ください。年末再調整の処理が可能かもしれません。 


